
亀田西中学校

副主査　関川　竜太

制度のご案内」を先日配付いたしました。ご覧いただき，加入を希望される保護者様は，申

　教材評価の結果を基に各学年・各教科部から令和５年度使用の副教材等を選定し
てもらい，事務が取りまとめを行い，「財務（選定）委員会」で，無事決裁をいた
だきました！現在，集金計画を作成中です。４月に入りましたら，集金計画・購入
物品等を文書でお知らせいたしますm(__)m

　新２・３年生のご家庭へ県・市小学校ＰＴＡ連合会推薦の令和５年度「小・中学生総合補償

込書を県ＰＴＡ安全互助会へ直接ご提出ください。

Ｒ５年度使用の副教材等

副教材とは？？

副教材とは，学校をはじめとする教育施設などで，教科の主たる教材

としての教科書に対して，補助的に用いられる教材（ワークやドリル

等）の俗称です。文部科学省は補助教材という名称を使用しています。

３月１０日（金）は就学援助費第３回支給日です！！

令和５年度のお知らせ・申請書は４月に配付いたします。

会計（決算）報告書の配付方法について

全学年→ＨＰ・ロイロノート・スクリレで配信いたします。

（個別で会計報告があるご家庭へは紙面配付を行います。）

※上記の対応ではなく，紙面配付をご希望の保護者様はご連絡くださ

い。紙面配付いたします！

補償制度の主な特徴

①団体保険のため保険料が割安！

②自転車事故や他人を怪我させた等，賠償事故の示談交渉サービスを実施！

③学校生活中，家庭生活中も２４時間しっかりサポート！

④新型コロナウイルスも補償！

ＰＴＡ 小・中学生総合補償制度のご案内

最近自転車事故のニュースを多く見ます・・・是非ご検討ください！！


